
緊急度判定プロトコルVer.3 に関する留意事項 

 

（１）緊急度判定プロトコル Ver.３は、地方公共団体等において、救急搬送のシステム

構築や消防職員の教育目的に限り、使用が認められています。 

（２）緊急度判定プロトコル Ver.３は、平成 29  30  和元年度度 消防防災科学技術研

究推進制度「緊急度判定プロトコルの精度向上 現場での活用で活用に関する研究」

研究班により作成されています。知的財産権を有する者の権利を侵害しないように

してください。 

（３）緊急度判定プロトコルVer.３の使用許諾、貸与、譲渡及び売買等の行為は禁止さ

れています。 

（４）緊急度判定プロトコルVer.３のデータを改変した場合、その内容及び当該改変プ

ロトコルを使用して生じた結果の責任については、一切を使用する団体が負うこと

となります。 

（５）緊急度判定プロトコル Ver.３は和元２度８月現在の医学的判断基準をもとに改

訂されています。 

 


